
第５章　次回調査の課題、懸案事項
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第５章次回調査の課題、懸案事項
５-１技術的課題、懸案事項

５-１-１地下水

次回調査の主な課題は、下記のとおりと考えられる。

（１） モニタリング井戸の整備を前提とした調査

ワジスーク水系とワジジジ水系の地下水水質を系統立ててモニタリングするためには、

現存の観測井を極力利用しても不十分である。下記観測井の追加が必要となる。

・ワジスーク水系とワジジジ水系とにおいて、帯水層の数を確認する調査ボーリング

を各３本ずつ（上流、中流、下流）。

・ワジスーク水系沿いとワジジジ水系沿いに、中流域にそれぞれ２本、下流域にそれ

ぞれ３本。仮に、帯水層が複数存在していることが確認されれば、前記の観測井を

さらに帯水層毎に設置する必要がある。

したがって、帯水層の確認ができる柱状図等のボーリングデータの存在の有無と収集

が必要。観測井設置工事費用の調査も望ましい。

（２） 重金属処理試験に関する調査

アルジャ鉱山およびラセイルウエスト鉱山の露天掘り跡の溜り水、廃滓堆積場直下の

トレンチの水及び観測井から得られるモニタリング試料中に含まれる重金属イオンと塩

分との関係を考慮した上での重金属対策立案の為の試験が必要となる。このために利用

できる試験設備に関する調査（含費用）が必要。

（３）汚濁地下水を処理した後、海洋投棄を検討するために必要な情報の収集。（オマ

ーン湾の水質、水温、海流、海底地形等）

５-１-２　大気

次回調査の主な課題は、下記のとおりと考えられる。

（１）亜硫酸ガス着地濃度測定の強化を前提とした調査

製錬所排煙の影響区域を特定するためには、現状の測定点および測定結果のみでは不

十分である。従って、下記のような対策が必要と考えられ、これらを実施するための必

要器材（含経費）および要員の調査が必要。
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・測定区域の広域化

ワジ・スークおよびワジ・アル・ジジ流域の 20（～25） km 地点まで、それぞれ２

～３点の測定点を追加。

・製錬所近隣測定区域の設定

正門および周辺１～２km 以内の区域に２～３点の測定点を追加。

・１時間値の測定追加

現状の日平均値測定に加えて、全ての測定点に於いて１時間値も測定。

（２）降下ばいじんの測定に関する調査

降下ばいじんに関する測定実績はない。従って、前項（１）の全測定点に於ける降下

ばいじん量測定および成分分析の実施が望ましい。そのための必要測定器材（含経費）

および要員の調査が必要（土壌のサンプリングおよび成分分析についても本項に準じた

調査方針を適用）。

（３）製錬所主煙突排ガスのモニタリングの強化を前提とした調査

亜硫酸ガス着地濃度のシミュレーション実施のためにも、一定期間の連続測定データ

（排ガス量、亜硫酸ガス濃度およびダスト濃度）入手により、排煙の諸元・パターンの

経時変化を把握する事が望ましい。従って、この測定のために必要な器材（含経費）お

よび要員の調査が必要。

（４）増設計画の進捗状況の調査

増設完了後の主煙突放出ガスに関する諸元（計画値）および脱硫設備関連の排水処理

計画に重点を置いた情報収集が必要である。

５-２ 政策的課題、懸案事項
オマーン国として、当該調査の結果を踏まえて地下水汚染及び大気汚染防止対策等の

環境対策を進めていくのかについて、MCI、MRME、MWR 等関係政府機関の機関どうしのつ

ながりが全く無いといってもおかしくない状況にあった。

また、鉱害防止対策事業資金の調達先、調達方法等については、オマーン国側の検討
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事項であり、今回調査に関与する問題ではない旨の主張がなされるのみで、具体的な情

報は得られなかった。

以上の事項について、予備（事前）調査団派遣までにはある程度目処がたたれている

ことが望まれる。
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オマーンプロ形対談記録

（１）商工省鉱物局 Qassim局長（於：ＪＩＣＡ鉱調部会議室）

日時：平成１１年２月１日

対応者：ＪＩＣＡ　資源開発調査課　永田課長、千葉課長代理、早川職員

　　　　ＭＭＡＪ　環境業務部　調査課　目次課長代理

面談概要

本件は、ワジ・スーク沿いに設置されている井戸の水が塩辛くて飲めない、という住民の苦情か

ら端を発したものである。過去、対策工事を施したが、全く効果がない。また、オ国には、環境の

エキスパートもおらず、日本の技術協力を要請した。

今回提示した追加要請については、MRME の圧力から生じている。日本側の予算の制約もあると思

うので、全てを行う必要はない。例えば、精錬スラグを他産業に役立てるための素材とするという

技術開発的調査などは、MCI の鉱業政策とは関係ない。OMCO の施設が汚染源となっている環境汚染

の実態を解明し、その回復のために OMCO として採るべき対策の具体的な内容を明らかにしたい。過

去の負を清算した上で、今後につながるような調査を行って欲しい。OMCO を民営化させることを考

えており、その支援をお願いする。

具体的には、今回のプロジェクト形成基礎調査団と現地で協議するつもりだが、オ国に来る前に、

日本側として何が出来るのか決めておいて欲しい。本プロジェクトで対象と出来ないと判断した部

分については、別プロジェクトとして改めて日本政府へ要請することを検討する。

また、現在操業中のラカー金鉱山は、来年閉山の予定である。本地域はソハールと同様、鉱害が

問題となると思われるので、今のうちに対策を練っておきたい。

なお、本日手交された質問票は、プロ形調査団がオ国に来るまでに回答出来るよう準備しておく。

本プロジェクトのために、MCI 主導のもと、MWR、MRME そして OMCO のメンバーでコミッティーを設

置する。将来の実際の鉱害防止対策工事等の財源としては、日本の資金協力を第一優先と考えてい

る。

（２）商工省鉱物局

日時：平成１１年２月２７日　　９：３０～１０：４０

相手方：Mohammad H. Qassim Al Yafei　鉱物局長

　　　　Salim Omar Abdullah Ibrahi　　 鉱物局調査部長

　　　　Ryoichi Nobumoto　　　　　　　 ＪＩＣＡ専門家

面談概要

本調査の調査日程変更を提案する。３月６日予定の MCI 及び MRME のラボラトリー視察を明日２

月２８日に行い、ソハールへは３月１日に移動した方が効率的。（提案に従い、日程変更を行った。）
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本プロジェクトについては、先般２月１日にＪＩＣＡ鉱工業開発調査部にて概要を説明したが、

ワジ・スークの水質汚染問題に加えて、

①製錬所からの排煙問題

②精錬スラグの再利用計画

③ラカー金鉱山の鉱害防止対策

についても、是非とも実行して欲しい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）在オマーン日本大使館

日時：平成１１年２月２７日　１１：００～１１：４５

相手方：神長　善次（特命全権大使）

　　　　松本　敬一（一等書記官）

面談概要

本プロジェクトの件も、オ国側は実際は実態がつかめていないのではないかと思う。製錬所から

の排煙は、風向きによって農作物にも影響を与える。また、廃さい堆積場からの地下水への塩水問

題は、一部住民から苦情かでている。オ国政府の役人は、本件に関して危機感を持っているが、住

民はまだよく知らないようだ。今後、問題がますます顕在化する可能性は大きい。現地踏査におい

ては、地域住民に危機感をあおりすぎないよう注意して欲しい。

ソハール地域は、日本で言えば京浜工業地帯の様なもので、今後大きく発展してゆくし、人口も

増える。海岸沿いでは既に海からの塩の浸透による椰子林への被害が起きている。

また、オ国は銅に対する思い入れが強く、海外からの企業を誘致しようと努力している。探鉱案

件と並び今回の鉱害汚染防止調査の役割は大きいし、国王は環境問題に強い関心を示しており、こ

の点からも本プロジェクトの持つ意義は大きい。

（４）MCI Mineral Labo.

日時：平成１１年２月２８日

相手方：Barry Hepworth 分析部門長(Head of Analytical Service)

面談概要

  チーフ 1名、スタッフ 4名で、原子吸光分析装置を主体に水分析を主体に実施している。3台の原

子吸光分析装置の内、1台は JICA の供与機材である。コンピューターの基盤を焼損したので、入手

手配し入荷待ちである。1台は老朽化しており使用していない。残る 1台は独パーキネルマー社製の

最新型で、現在、使用頻度が最も高い。

　水分析の場合、分析能力は、成分数にもよるが、35 件／日程度。現地出張サンプリングも行うが、

その場合は、サンプリング費用実費が加算される。場所、資料数により別途見積もりとなる。
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（５）MRME Environmental Labo.

日時：平成１１年２月２８日

相手方：Firdaus Al Harthy（分析所所長）

面談概要

本分析所は、地方自治環境省（MRME）の管轄下にあり、MRME から発注されたサンプルの分析をメ

インに行っている。その他 MCI 経由で OMCO のサンプルの一部の分析も行っており、OMCO の月刊報告

に使用されている。

今回のプロジェクトが実施され、本分析所にサンプルの分析を依頼するのであれば、MRME を通し

て欲しい。ただし、総員 10 数名のマン・パワーでこれ以上の分析作業は困難である。職員の残業手

当等を考えると、何らかの予算措置が受けられないのであれば、対応は困難。

（６）商工省　鉱物局

日時：平成１１年３月１日　9:00～10:40

相手方：Mike. Sexton ( General Manager of OMCO)

　　　　Najeeb Al Barwani ( Environmental Mettalgist)

面談概要

本件の直接のカウンターパートである OMCO と商工省　鉱物局で対談を行った。調査団から事前に

送っておいた質問票に対する回答票を受領、主として、同回答内容に関しての質疑応答を行った。

要旨は以下の通り。

①OMCO の環境保全に対する考え方は、データは全て公開しており、OMCO としても本鉱　　　害の

改善方法を検討中。

②OMCO は水理地質データを持っておらず、水資源省や地方自治環境省がデータを持っている。

③OMCO は、現地（ソハール）に分析所を持っており、設備は充実している。

④鉱害対策としては、水質汚濁の方が煙害問題よりも優先度が高い。

⑤製錬プラントは、始まって以来の定期修繕により休止中、ただし電解プラントは稼働中。

⑥水質汚濁の主要因は塩害であり、重金属イオン汚染は今のところ把握されていない。

（７）地方自治環境省

日時：平成１１年３月１日　１１：２０～１２：００

相手方： Ahmed Al Sabahi ( Head of Water & Waste Pollution Control )

　　　　 Paul Sharples ( Chieef Inspector of Water & Waste Pollution Control )

面談概要



112

オ国における環境政策の概要としては、1982 年に環境基本法を制定し、以後何度も見直しを行っ

ている。本プロジェクトに関しては、鉱山設立当初は煙害問題解決が最優先と考えられていたが、

現在は地下水汚染問題が優先と考えられている。水質汚濁の住民への健康、農作物、家畜への影響

等のデータは、本省では持っていないので、水資源省に照会して欲しい。

環境関連の法律、基準等を提供するので参考にして欲しい。

（８）Sohar Development Office

日時：平成１１年３月３日　１１：３０～１３：００

相手方：Khadeem Ali Al-Omrani ( Director of Water Dept., SDO)

面談概要

ソハール地区の上水供給を管理している機関。給水状況聞き取り調査要旨は以下の通り。

・ Wadi Jiji 下流域に給水用井戸を８本（＋家畜用１本）所有。他に MOD(Ministry of Defence)

が５本、OMCO が５本設置している。

・地下水位は、-19m (～-55m Max )。

・ Wadi Jiji からの揚水量は、6,000~7,000 ・/日（夏場、冬場は需要減少のためもっと少ない）

・淡水化プラントはない。

・供給人口は 4,700 世帯（約５万人：Sohar 人口の約半分）であるが、井戸を所有している住民

が多くいる。

・タンクローリーによる供給も行っている。対象は、Wadi Suq 下流の Falaj Al Qabail 及びその

周辺の 5,800 人。同地区は井戸水が飲めないため飲料水を運んでいるが、水道を引く計画が挙

がっており、近年中に工事着手する見込み。

・現在のところ、Wadi Jiji が Wadi Suq の水で汚染されている兆候はない。

（９）MWR　Sohar Branch

日時：平成１１年３月３日　１３：２０～１４：００

相手方：Fahed Ali Alsadi (Section Chief of Network & Study Section, MWR S.B.)

　　　　Ahmed Moosa Al Farji (Technician of N & S.S., MWR S.B.)

面談概要

マスカットで行えなかった、地下水関係不足資料の補完収集を行った。資料提供には、MWR 本省

の正式レターが必要であるため手続方ありたい、とのコメントがあった。
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（１０）OMCO

日時：平成１１年３月３日　１０：００～１４：３０

　　　　　　　　３月４日　　９：１０～１０：３０

相手方： Mike. Sexton ( General Manager of OMCO)

面談概要

OMCO は、現在製錬所の増設を計画しており、本プロジェクト対象にこの増設計画を含めて欲し

い。増設計画は現在、日本のトーメングループが立案中であり、近日中にそのレポートが提出され

る見込みである。増設計画の骨子は、

・現状 20,000t/y→40,000t/y（60,000t/y への含みを折り込む）

・硫酸工場、除塵設備の新設

・ＩＳＡ炉の設置

・ＩＳＡ法電解への全面切替

である。

現状プラントの水系統は、

・ Smelter 内は完全な Closed Circuit でプロセス水の排水はない

・ Refinery の最終排水は、電解廃液（１～２・/日）でこれは石灰中和後、Bayda 鉱山跡近くの

蒸発池へ廃棄

・事務所、分析所等からの排水は、タンクローリーでソハール市処理施設へ運搬

となっている。

現状プラントからのスラグ、アノードスライムは、

・スラグはブラスト用として売却

・アノードスライムは缶に封入後売却

されている。

現状プラントの排ガス、ダスト処理については、

・ SO2 及びダストのメインソースである電気炉、転炉からの排ガスはバルーン煙道経由で主煙突

へおくっている

・洩れガス、スクラバー、ペレットドライヤー、精製炉、回収ダストドライヤー用に各１カ所、

計５カ所に小煙突を設けている

（１１）在オマーン日本大使館（現地踏査結果報告）

日時：平成１１年３月　６日　９：００～９：３０

相手方：松本　敬一（一等書記官）
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面談概要

本プロジェクトは、環境影響の分野に偏りすぎては良くない。オ国にとっては、脱石油産業を育

成することが、本来の目的である。従って、本プロジェクトも新規鉱山開発を妨げるようなことに

ならないようにしたい。

また、オ国の官庁は横のつながりが全くないため、本プロジェクト実施の暁には、MCI 鉱業局が

中心となり、各省庁等の関係機関がその支援を行うような体制を作るべきである。

鉱業局長は、近年、その発言力が低下してきているようなので、次官に出てきてもらうことも考

えなければいけない。

（１２）商工省鉱物局

日時：平成１１年３月　６日～９日

相手方：Mohammad H. Qassim Al Yafei　鉱物局長

　　　　Salim Omar Abdullah Ibrahi　　 鉱物局調査部長

面談概要（詳細は、協議結果参照）

　調査結果概要説明、今後の方針打ち合わせ。

  M/M 内容討議、素案作成

　M/M 署名

（１３）在オマーン日本大使館

日時：平成１１年３月　９日　１１：００～１１：４５

相手方：神長　善次（特命全権大使）

　　　　松本　敬一（一等書記官）

面談概要

　調査結果概要説明。今後の取り組み打ち合わせ。ラカー鉱山案件の扱い検討。港湾整備案件との

兼ね合いについて大使館意見確認。

調査団に対する大使館便宜供与に関するお礼。帰国のための挨拶。
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収集資料リスト

１．国勢一般

1.1 オマーン国概要（平成１１年１月　在オマーン日本国大使館）

1.2 国家行政主要組織図

1.3 商工省及び鉱物局組織図

1.4 地方自治・環境省組織図

２．法規等

2. 1 PETROLEUM AND MINERALS LAW (MCI)

2. 2 REFORM OF THE REGULATORY FRAMEWORK AND FISCAL REGIME FOR THE MINERAL

SECTOR IN THE SULTANATE OF OMAN Volume2:Mining Law, Mineral Rights Regulations &

Model Prospecting and Mining Contract.( DRAFT:MCI )

2. 3 ROYAL DECREE 10/82 WITH AMENDMENTS AS PER ROYAL DECREE 63/85(MRME)

2. 4 REGULATIONS FOR WASTEWATER RE-USE AND DISCCHARGE(MRME)

2. 5 REGULATIONS FOR THE MANAGEMENT OF HAZARDOUS WASTE(MRME)

2. 6 REGULATIONS FOR NOISE POLLUTION CONTROL IN PUBLIC ENVIRONMENT(MRME)

2. 7 REGULATIONS FOR NOISE POLLUTION CONTROL IN WORKING ENVIRONMENT(MRME)

2. 8 REGULATIONS FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF RADIOACTIVE

MATERIALS(MRME)

2. 9 REGULATIONS FOR THE REGISTRATION OF CHEMICAL SUBSTANCES AND THE RELEVANT

PERMITS(MRME)

2.10 REGULATIONS FOR AIR POLLUTION CONTROL FROM STATIONARY SOURCES(MRME)

３．その他

3.1 JICA QUESTIONNAIRE Feb.1999 ( OMAN MINING COMPANY LLC)

3.2 GROUND WATER POLLUTION AND REMEDIATION IN WADI SUQ

    ( MWR Water Protection Dept. Apl 1996)

3.3 SOHAR COPPER PROJECT,NORTHERN OMAN & HYDROGEOLOGICAL SURVEY OF WADI SUQ

3.4 MONTHLY ENVIRONMENTAL REPORT Jan.’98~Nov.’98 ( OMAN MINING COMPANY LLC)

3.5 GEOLOGY AND MINERAL WEALTH OF THE SULTANATE OF OMAN 1995(Ministry of Petroleum

and Minerals)

3.6 FIELD GUIDE TO THE GEOLOGY OF OMAN( Samir S Hanna)

3.7 OMAN’97(日本語版　情報省）
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